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 新型コロナウイルスの感染症拡大を防ぐために、学校行事などコロナ禍の影響を受けた１学期も終業式を迎

えることとなりました。学習活動や部活動、資格取得の成果はいかがだったでしょうか。 

 夏季休業が始まりますが、３年生は進路に向けた活動、１・２年生は部活動や資格取得もあり、まだまだ気を

抜く暇もないかと思います。体調の管理に気を付けながら、１学期に引き続き、充実した生活を送ってください。

夏季休業に向けた注意事項等を連絡しますので、事故等十分注意し、元気に２学期を迎えられるようしましょ

う！ 

 

 

 

昨年に続き、新型コロナウイルスの影響を受けた１学期でしたが、全体的には大変落ち着いた様子で学校生

活を送ることができたようです。基本的生活習慣の要である『時間を守る』の指標である遅刻数は、例年並みの

人数でした。そして、遅刻の内容を見てみると、１～２分程度の遅刻が多いようです。始業式で話をしたとおり、

“時間にゆとりを持ち、始業時間の１０分前登校を心掛けて下さい！”学校は、始業時間の８時４０分に教室にい

なければ遅刻となります。 

また、交通事故は増加傾向にあり、現在の報告数は５件（昨年度比：＋１件）となります。軽傷の事故がほとん

どですが、自転車に関係する事故は、一歩間違えれば大きな事故へと繋がります。その交通事故多くは、「車が

止まってくれるだろう」「車が譲ってくれるだろう」という自転車側の不注意による事故が多かったようです。『だろ

う運転』から「人が飛び出してくるかもしれない」「車がスピードを上げてくるかもしれない」などの危険を予測した

『かもしれない運転』を心掛ける用にしましょう。 

群馬県交通安全条例の改正により、自転車運転時におけるヘルメット着用の努力義務化が群馬県民に課せら

れています。本校での登校時の着用率はほぼ１００％であり、県内の高校生の着用状況と比較すると大変良好

な状況と言えそうです。しかし、下校時や部活動の着用状況に目を向けてみると、着用率は低下してしまいます。

事故はいつどのタイミングで起こるかわかりません。自らの｢命を守る行動｣として、自転車に乗るときは必ずヘ

ルメットを被る習慣を身に付けてもらいたいと考えています。 

さて、新型コロナウイルス感染症の状況は、第７波と言える急速な感染拡大が進んでおり、依然として

困難な状況は続いていると言えます。夏季休業中は、感染拡大が進んでいる地域への外出・移動は控える

ようにしましょう。 

保護者の皆様におかれましては、まだまだ新型コロナウイルスの終息が見えない状況で、感染リスク等

をご心配されている保護者もいらっしゃると思いますが、学校では感染症対策に最善を尽くし、生徒たち

に『新しい生活様式』を周知し実践させ、２学期も安心・安全な学校生活を確保していきたいと思います。 

 

 

 

 

熱中症は、スポーツ等の活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に 

応じて水分や塩分の補給ができる環境を整え、活動中や終了後にも適宜補 

給を行うこと等の適切な措置を講ずれば十分防ぐことが可能です。また、熱 

中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分補給、体温 

の冷却、病院への搬送等適切な処置を行うことが必要です。夏期休業中は、 

熱心に部活動に取組む生徒も多いと思いますが、顧問の先生の指導に従 

い、適切な健康管理を心掛けましょう！  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎こんな行為は罪 

★他人の社会的な信用を公然と低下させたり、プライドを傷付けると･･･ 

名誉毀損罪（内容が事実かどうかは関係ありません。） 

罰則／３年以下の懲役もしくは禁錮 または５０万円以下の罰金 

★ネットに悪口を書き込むなどして公然と人をはずかしめると･･･ 

侮辱罪  罰則／拘留または科料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★出会い系サイトを児童（１８歳未満）が利用すると･･･ 

出会い系サイト規制法違反  罰則／１００万円以下の罰金 

★ネット掲示板に犯行予告を書き込み、人の業務を妨害すると･･･ 

威力業務妨害罪  罰則／３年以下の懲役 または５０万円以下の罰金 

     SNSやプロフ、掲示板や 

学校裏サイトでの 

 

一人の書き込みが「みんな（集団）」による「いじめ」に 

発展することがあります。名前や顔がわかりにくいネッ 

トでは、書き込む内容がエスカレートしたり悪質になり 

がちです。絶対にやめましょう。 

許されな

いこと！ 
ネットいじめ 

（警察相談窓口） 

♯９１１０ 

※携帯電話から 

も通じます 

 新型コロナウイルス に関する、

誹謗中傷や偏見・嫌がらせがいじめ

につながることが問題となってい

ますが、決して許されることではあ

りません。また、そのようなことが

ＳＮＳを通じて行われれば犯罪と

なるケースも多々あります。 

 ＳＮＳを利用する場合は、十分に

注意するとともに、もし、そのよう

なことがあったら、保護者や学校に

相談しましょう。言いづらければ、

民間の相談窓口も利用してくださ

い。（裏面参照） 



 

 

 

 

１ 太工生として、自覚と責任を持って行動すること。 

 

２ 規則正しい生活を送ること。また、新型コロナウイルス感染拡大が進 

んでいる地域等への移動・外出を控えること。 

 

３ 進路を見据えた学習に取り組むことや、部活動へ積極的に参加し 

心身鍛練・協調性を養うこと。 

 

４「休業中だから･･･」と、身だしなみを乱さないようにすること。 

 

５ むやみに、夜間外出や宿泊を伴う生活のないようにすること。 

（群馬県青少年育成条例によりPM10時～AM4時の外出は補導対象） 

   

６ アルバイトに追われる生活をしないこと。（無断アルバイトは校則違 

反。現在、感染症防止対策のため自粛期間です。） 

   

７ 家庭でのルールを守り、スマホの長時間使用をしないこと。 

  モラルを持ち、書込・投稿内容に十分注意すること。 

   

８ ＳＮＳ等を通じて知り合った人に会わない、自分の写真等の個人情 

報等を送らないなど、インターネット上での出会いに細心の注意を 

払うこと。 

 

９ 計画的に学習に取組み、課題については、早めに終わらせるように 

  すること。 

   

10 交通ルールを守るとともに、自分や他者を思いやる運転を心掛け、 

自転車による事故を防止すること。部活などの登校時だけでなく、 

自転車に乗るときは、必ずヘルメットを着用すること。 

 

11 もしも交通事故に遭った場合は、必ず警察に通報するなど適切に 

対応すること。また、事故の大小にかかわらず必ず学校に連絡する 

こと。（自転車は車両です。自転車同士の事故も警察に入れること。） 

 

12 その他、事故やトラブル、思い悩むことがあったら、必ず学校（担任や部顧問など）に報告・連絡 

・相談すること。また、右の『緊急時の民間相談窓口』も利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急時の連絡先（学校関係） 

 

 学校：０２７６－ ４５ － ４７４２ 

  ※ 学校に電話したが繋がらない場合は･････ 

tako-hs07@edu-g.gsn.ed.jp  へメールしてください。 

  ※ このメールアドレスは転送され本校職員に届きます。 

ご家庭で 

【スマホ利用ルールづくり】 

【利用状況の把握】をして 

子ども達をネットトラブル 

から守りましょう!! 



 

『いま、悩んでいる君へ』 （緊急時の民間相談窓口） 

 


